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●
滞
納
処
分
と
強
制
執
行
等
と
の
手
続
の

調
整
に
関
す
る
法
律（
抄
）

（
昭
三
二
・
五
・
二
法
九
四
）

最
終
改
正
　
令
四
・
五
・
二
五
法
四
八

第
一
章
　
総
則

（
趣
旨
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
滞
納
処
分
と
強
制
執
行
、
仮
差
押
え
の
執
行
又
は

担
保
権
の
実
行
と
し
て
の
競
売
（
以
下
単
に
「
競
売
」
と
い
う
。
）
と
の

手
続
の
調
整
を
図
る
た
め
、
こ
れ
ら
の
手
続
に
関
す
る
規
定
の
特
例
を
定

め
る
も
の
と
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条

　
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
滞
納
処
分
」
と
は
、
国
税
徴
収
法
（
昭
和

三
十
四
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
に
よ
る
滞
納
処
分
及
び
そ
の
例
に
よ
る

滞
納
処
分
を
い
う
。

2
　
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
徴
収
職
員
等
」
と
は
、
徴
収
職
員
、
徴
税
吏
員

そ
の
他
滞
納
処
分
を
執
行
す
る
権
限
を
有
す
る
者
を
い
う
。

3
　
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
動
産
」
と
は
民
事
執
行
法
（
昭
和
五
十
四
年
法

律
第
四
号
）
第
百
二
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
動
産
を
い
い
、「
不
動

産
」
と
は
同
法
第
四
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
不
動
産
（
同
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
不
動
産
と
み
な
さ
れ
る
も
の
を
含
む
。）
を
い
い
、「
船

舶
」
と
は
同
法
第
百
十
二
条
に
規
定
す
る
船
舶
を
い
い
、「
航
空
機
」
と

は
航
空
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
三
十
一
号
）
第
五
条
に
規
定
す

る
新
規
登
録
が
さ
れ
た
飛
行
機
及
び
回
転
翼
航
空
機
を
い
い
、「
自
動

車
」
と
は
道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
第

十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
登
録
自
動
車
（
自
動
車
抵
当
法
（
昭
和
二
十

六
年
法
律
第
百
八
十
七
号
）
第
二
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
大
型
特
殊
自

動
車
を
除
く
。）
を
い
い
、「
建
設
機
械
」
と
は
建
設
機
械
抵
当
法
（
昭
和

二
十
九
年
法
律
第
九
十
七
号
）
第
三
条
第
一
項
の
登
記
が
さ
れ
た
建
設
機

械
を
い
い
、「
小
型
船
舶
」
と
は
小
型
船
舶
の
登
録
等
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
三
年
法
律
第
百
二
号
）
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
登
録
小
型

船
舶
を
い
い
、「
債
権
」
と
は
民
事
執
行
法
第
百
四
十
三
条
に
規
定
す
る

債
権
を
い
い
、「
そ
の
他
の
財
産
権
」
と
は
動
産
、
不
動
産
、
船
舶
、
航

空
機
、
自
動
車
、
建
設
機
械
、
小
型
船
舶
及
び
債
権
以
外
の
財
産
権
を
い

う
。

2
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
国
税
徴
収
法
施
行
規
則
に
定
め
る
書
式
は
、

当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
（
昭
五
四
・
一
大
令
一
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
（
平
一
九
・
三
財
令
一
八
）

　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三

条
第
三
項
の
改
正
規
定
は
、
平
成
二
十
年
一
月
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
（
令
二
・
三
財
令
二
〇
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
（
た
だ
し
書
省

略
）

附
　
則
（
令
三
・
三
財
令
二
〇
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
、
現
に
存
す
る
改
正
前
の
書
式
に
よ
る
用
紙
は
、

当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
い
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
（
令
四
・
三
財
令
二
二
）
（
抄
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
（
た
だ
し
書
省

略
）

（
別
紙
書
式
略
）

法
第
三
十
四
条
第
一
項
（
納
付
の
手
続
）
の

納
付
書

別
紙
第
一
号
書
式

別
紙
第
一
号
の
二
書
式

法
第
三
十
四
条
の
六
第
一
項
（
納
付
受
託
者

の
帳
簿
保
存
等
の
義
務
）
の
帳
簿

別
紙
第
一
号
の
三
書
式

法
第
三
十
六
条
第
二
項
（
納
税
の
告
知
）
の

納
税
告
知
書

別
紙
第
二
号
書
式

別
紙
第
二
号
の
二
書
式

法
第
三
十
七
条
第
一
項
（
督
促
）
の
督
促
状

別
紙
第
三
号
書
式

法
第
五
十
二
条
第
二
項
（
保
証
人
の
納
付
）

の
納
付
通
知
書

別
紙
第
四
号
書
式

法
第
五
十
二
条
第
三
項
の
納
付
催
告
書

別
紙
第
五
号
書
式

法
第
五
十
五
条
第
二
項
（
納
付
委
託
）
の
納

付
受
託
証
書

別
紙
第
六
号
書
式

法
第
九
十
七
条
第
三
項
（
身
分
証
明
書
の
提

示
）
の
身
分
証
明
書

別
紙
第
七
号
書
式

令
第
四
十
一
条
第
四
項
（
納
税
証
明
書
の
交

付
の
請
求
）
の
請
求
書

別
紙
第
八
号
書
式

法
第
百
二
十
三
条
第
一
項
（
納
税
証
明
書
の

交
付
）
の
証
明
書

別
紙
第
九
号
書
式

2
　
法
第
六
十
七
条
第
四
項
（
差
し
押
え
た
債
権
の
取
立
て
）
に
お
い
て
準

用
す
る
国
税
通
則
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
六
十
六
号
）
第
五
十
五
条

第
二
項
（
納
付
受
託
証
書
の
交
付
）
の
納
付
受
託
証
書
の
様
式
及
び
作
成

の
方
法
は
、
国
税
通
則
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
七
年
大
蔵
省
令
第
二
十

八
号
）
別
紙
第
六
号
書
式
に
所
要
の
調
整
を
加
え
た
も
の
に
よ
る
。

3
　
令
第
五
十
一
条
（
滞
納
処
分
費
の
納
入
の
告
知
の
手
続
）
の
納
入
告
知

書
の
様
式
及
び
作
成
の
方
法
は
、
国
税
通
則
法
施
行
規
則
別
紙
第
二
号
書

式
に
又
は
第
二
号
の
二
書
式
に
こ
れ
ら
の
書
式
中
「
納
税
告
知
書
」
を

「
納
入
告
知
書
」
と
す
る
こ
と
そ
の
他
所
要
の
調
整
を
加
え
た
も
の
に
よ

る
。

附
　
則

1
　
こ
の
省
令
は
、
国
税
通
則
法
の
施
行
等
に
伴
う
関
係
法
令
の
整
備
等
に

関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
六
十
七
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施

行
す
る
。

【誤】



滞
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法
第
百
四
十
六
条
第
一
項
（
捜
索
調
書
の
作
成
）
の

捜
索
調
書

別
紙
第
十
一
号
書

式

法
第
百
四
十
七
条
第
一
項
（
身
分
証
明
書
の
呈
示
）

の
身
分
証
明
書
並
び
に
前
条
第
二
項
（
身
分
証
明
書

の
交
付
等
）
の
国
税
収
納
官
吏
章
及
び
同
条
第
三
項

の
歳
入
歳
出
外
現
金
出
納
官
吏
章

別
紙
第
十
二
号
書

式

2
　
法
第
六
十
七
条
第
四
項
（
差
し
押
え
た
債
権
の
取
立
て
）
に
お
い
て
準

用
す
る
国
税
通
則
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
六
十
六
号
）
第
五
十
五
条

第
二
項
（
納
付
受
託
証
書
の
交
付
）
の
納
付
受
託
証
書
の
様
式
及
び
作
成

の
方
法
は
、
国
税
通
則
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
七
年
大
蔵
省
令
第
二
十

八
号
）
別
紙
第
六
号
書
式
に
所
要
の
調
整
を
加
え
た
も
の
に
よ
る
。

3
　
令
第
五
十
一
条
（
滞
納
処
分
費
の
納
入
の
告
知
の
手
続
）
の
納
入
告
知

書
の
様
式
及
び
作
成
の
方
法
は
、
国
税
通
則
法
施
行
規
則
別
紙
第
二
号
書

式
に
又
は
第
二
号
の
二
書
式
に
こ
れ
ら
の
書
式
中
「
納
税
告
知
書
」
を

「
納
入
告
知
書
」
と
す
る
こ
と
そ
の
他
所
要
の
調
整
を
加
え
た
も
の
に
よ
る
。

附
　
則

1
　
こ
の
省
令
は
、
国
税
通
則
法
の
施
行
等
に
伴
う
関
係
法
令
の
整
備
等
に

関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
六
十
七
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施

行
す
る
。

2
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
国
税
徴
収
法
施
行
規
則
に
定
め
る
書
式
は
、

当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
（
昭
五
四
・
一
大
令
一
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
（
平
一
九
・
三
財
令
一
八
）

　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三

条
第
三
項
の
改
正
規
定
は
、
平
成
二
十
年
一
月
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
（
令
二
・
三
財
令
二
〇
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。（
た
だ
し
書
省
略
）

附
　
則
（
令
三
・
三
財
令
二
〇
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
、
現
に
存
す
る
改
正
前
の
書
式
に
よ
る
用
紙
は
、

当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
い
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
（
令
四
・
三
財
令
二
二
）
（
抄
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。（
た
だ
し
書
省
略
）

（
別
紙
書
式
略
）

法
第
三
十
二
条
第
一
項
（
第
二
次
納
税
義
務
の
通

則
）
の
納
付
通
知
書
及
び
法
第
二
十
四
条
第
二
項
前

段
（
譲
渡
担
保
権
者
の
物
的
納
税
責
任
の
告
知
）
の

書
面

別
紙
第
一
号
書
式

法
第
三
十
二
条
第
二
項
の
納
付
催
告
書

別
紙
第
二
号
書
式

法
第
五
十
四
条
（
差
押
調
書
）
の
差
押
調
書

別
紙
第
三
号
書
式

法
第
六
十
二
条
第
一
項
（
債
権
の
差
押
え
の
手
続
）

及
び
法
第
六
十
二
条
の
二
第
一
項
（
電
子
記
録
債
権

の
差
押
え
の
手
続
）
の
債
権
差
押
通
知
書
（
第
三
債

務
者
に
対
す
る
も
の
）

別
紙
第
四
号
書
式

法
第
六
十
二
条
の
二
第
一
項
の
債
権
差
押
通
知
書

（
電
子
債
権
記
録
機
関
に
対
す
る
も
の
）

別
紙
第
四
号
の
二

書
式

法
第
六
十
八
条
第
一
項
（
不
動
産
の
差
押
え
の
手

続
）（
法
第
七
十
条
第
一
項
（
船
舶
又
は
航
空
機
の

差
押
え
の
手
続
に
つ
い
て
の
準
用
規
定
）
又
は
法
第

七
十
一
条
第
一
項
（
自
動
車
、
建
設
機
械
又
は
小
型

船
舶
の
差
押
え
の
手
続
に
つ
い
て
の
準
用
規
定
）
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
法
第
七
十

二
条
第
一
項
（
特
許
権
等
の
差
押
え
の
手
続
）
の
差

押
書

別
紙
第
五
号
書
式

法
第
七
十
三
条
第
一
項
（
電
話
加
入
権
等
の
差
押
え

の
手
続
）
の
差
押
通
知
書

別
紙
第
六
号
書
式

法
第
七
十
三
条
の
二
第
一
項
（
振
替
社
債
等
の
差
押

え
の
手
続
）
の
差
押
通
知
書
（
発
行
者
に
対
す
る
も

の
）

別
紙
第
六
号
の
二

書
式

法
第
七
十
三
条
の
二
第
一
項
の
差
押
通
知
書
（
振
替

機
関
等
に
対
す
る
も
の
）

別
紙
第
六
号
の
三

書
式

法
第
八
十
二
条
第
一
項
（
交
付
要
求
の
手
続
）
の
交

付
要
求
書

別
紙
第
七
号
書
式

法
第
八
十
六
条
第
一
項
（
参
加
差
押
の
手
続
）
の
参

加
差
押
書

別
紙
第
八
号
書
式

法
第
百
十
八
条
（
売
却
決
定
通
知
書
の
交
付
）
の
売

却
決
定
通
知
書

別
紙
第
九
号
書
式

法
第
百
三
十
一
条
（
配
当
計
算
書
）
の
配
当
計
算
書

別
紙
第
十
号
書
式

【正】

●
滞
納
処
分
と
強
制
執
行
等
と
の
手
続
の

調
整
に
関
す
る
法
律（
抄
）

（
昭
三
二
・
五
・
二
法
九
四
）

最
終
改
正
　
令
四
・
五
・
二
五
法
四
八

第
一
章
　
総
則

（
趣
旨
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
滞
納
処
分
と
強
制
執
行
、
仮
差
押
え
の
執
行
又
は

担
保
権
の
実
行
と
し
て
の
競
売
（
以
下
単
に
「
競
売
」
と
い
う
。
）
と
の

手
続
の
調
整
を
図
る
た
め
、
こ
れ
ら
の
手
続
に
関
す
る
規
定
の
特
例
を
定

め
る
も
の
と
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条

　
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
滞
納
処
分
」
と
は
、
国
税
徴
収
法
（
昭
和

三
十
四
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
に
よ
る
滞
納
処
分
及
び
そ
の
例
に
よ
る

滞
納
処
分
を
い
う
。

2
　
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
徴
収
職
員
等
」
と
は
、
徴
収
職
員
、
徴
税
吏
員

そ
の
他
滞
納
処
分
を
執
行
す
る
権
限
を
有
す
る
者
を
い
う
。

3
　
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
動
産
」
と
は
民
事
執
行
法
（
昭
和
五
十
四
年
法

律
第
四
号
）
第
百
二
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
動
産
を
い
い
、「
不
動

産
」
と
は
同
法
第
四
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
不
動
産
（
同
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
不
動
産
と
み
な
さ
れ
る
も
の
を
含
む
。）
を
い
い
、「
船

舶
」
と
は
同
法
第
百
十
二
条
に
規
定
す
る
船
舶
を
い
い
、「
航
空
機
」
と

は
航
空
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
三
十
一
号
）
第
五
条
に
規
定
す

る
新
規
登
録
が
さ
れ
た
飛
行
機
及
び
回
転
翼
航
空
機
を
い
い
、「
自
動

車
」
と
は
道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
第

十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
登
録
自
動
車
（
自
動
車
抵
当
法
（
昭
和
二
十

六
年
法
律
第
百
八
十
七
号
）
第
二
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
大
型
特
殊
自

動
車
を
除
く
。）
を
い
い
、「
建
設
機
械
」
と
は
建
設
機
械
抵
当
法
（
昭
和

二
十
九
年
法
律
第
九
十
七
号
）
第
三
条
第
一
項
の
登
記
が
さ
れ
た
建
設
機

械
を
い
い
、「
小
型
船
舶
」
と
は
小
型
船
舶
の
登
録
等
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
三
年
法
律
第
百
二
号
）
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
登
録
小
型

船
舶
を
い
い
、「
債
権
」
と
は
民
事
執
行
法
第
百
四
十
三
条
に
規
定
す
る

債
権
を
い
い
、「
そ
の
他
の
財
産
権
」
と
は
動
産
、
不
動
産
、
船
舶
、
航

空
機
、
自
動
車
、
建
設
機
械
、
小
型
船
舶
及
び
債
権
以
外
の
財
産
権
を
い

う
。


